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第
六
十
七
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
埼
玉
県
個
人
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
二
十
七
年
埼
玉
県
条
例
第
四
十
一
号
）
の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
第
一
の
四
の
項
及
び
別
表
第
二
の
一
の
項
中
「
就
労
自
立
給
付
金
」
の
下
に
「
若
し
く
は

進
学
準
備
給
付
金
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 
事 

 
 

 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 
 

 
 

 
 

 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
の
一
部

改
正
を
踏
ま
え
、
個
人
番
号
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
事
務
と
し
て
生
活
に
困
窮
す
る
外
国
人

に
対
す
る
進
学
準
備
給
付
金
の
支
給
に
関
す
る
事
務
を
追
加
す
る
等
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提

出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
六
十
八
号
議
案 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

埼
玉
県
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
（
平
成
十
四
年
埼
玉
県
条
例
第
八
十
四
号
）
の
一
部
を

次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
一
項
中
ラ
を
ム
と
し
、
カ
か
ら
ナ
ま
で
を
ヨ
か
ら
ラ
ま
で
と
し
、
ワ

の
次
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
二
項
中
チ
を
削
り
、
リ
を
チ
と
し
、
ヌ
か
ら
ヨ
ま
で
を
リ
か
ら
カ
ま

で
と
し
、
同
表
第
五
項
中
ワ
を
削
り
、
カ
を
ワ
と
し
、
ヨ
か
ら
ソ
ま
で
を
カ
か
ら
レ
ま
で
と
し
、

ツ
を
削
り
、
ネ
を
ソ
と
し
、
ナ
か
ら
ヤ
ま
で
を
ツ
か
ら
オ
ま
で
と
し
、
そ
の
次
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。 

 

別
表
第
一
第
一
号
の
表
第
五
項
中
マ
を
ヤ
と
し
、
ケ
か
ら
キ
ま
で
を
マ
か
ら
サ
ま
で
と
し
、
同

表
第
六
項
中
ワ
を
削
り
、
カ
を
ワ
と
し
、
ヨ
か
ら
ウ
ま
で
を
カ
か
ら
ム
ま
で
と
し
、
同
表
第
八
項

中
レ
を
削
り
、
ソ
を
レ
と
し
、
ツ
を
ソ
と
す
る
。 

          
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

         

 

カ 

小
型
射
出
成
形
機 

 

一
、
九
一
〇
円 

 

一
時
間 

一
時
間 

 

ク 

ア
ル
コ
ー
ル
ア
ナ
ラ
イ
ザ 

 

四
八
〇
円 

 

別
表
第
二
第
一
号
の
表
第
一
項
中 

    

    

      

      

 

「 

⑹ 

Ｉ
Ｃ
Ｐ
質
量
分
析
装
置 

 

に
よ
る
分
析 

一
試
料 

一
成
分 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
成
分 

一
四
、
四
〇
〇 

（
一
成
分
を
増 

ご
と
に
二
、
〇 

〇
円
を
加
え
る
。 

⑺ 

Ｉ
Ｃ
Ｐ
発
光
分
析
装
置 

 

に
よ
る
分
析 

 

九
、
六
七
〇 

（
一
成
分
を
増 

ご
と
に
一
、
五 

〇
円
を
加
え
る
。 

⑻ 

Ｘ
線
マ 

 

イ
ク
ロ
ア 

 

ナ
ラ
イ
ザ 

 

に
よ
る
分 

 

析 

試
料
分
析 

マ
ッ
ピ
ン
グ 

二
九
、
六
〇
〇 

三
二
、
六
〇
〇 

⑼ 

Ｆ
Ｔ
― 

 

Ｎ
Ｍ
Ｒ
装 

 

置
に
よ
る 

 

分
析 

液
体
試
料
測 

定 固
体
試
料
測 

定 

一
時
間 

一
時
間 

 

八
、
四
〇
〇 

（
一
時
間
を
増 

ご
と
に
六
、
〇 

〇
円
を
加
え
る
。 

二
九
、
四
〇
〇 

（
一
時
間
を
増 
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「 
ご
と
に
九
、
〇 

〇
円
を
加
え
る
。 

⑽ 

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

に
よ
る
分
析 

⑾ 

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

に
よ
る
分
析 

⑿ 

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

質
量
分
析
装
置
に
よ
る
分 

 

析 

⒀ 

イ
オ
ン
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ 

 
フ
に
よ
る
分
析 

⒁ 
赤
外
分
光
光
度
計
に
よ 

 

る
分
析 

⒂ 

熱
分
析
装
置
に
よ
る
分 

 

析 

 

る
分
析 

⒃ 

Ｘ
線
回
折
装
置
に
よ
る 

 

分
析 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

九
、
八
六
〇 

五
、
五
〇
〇 

二
〇
、
三
〇
〇 

一
四
、
八
〇
〇 

四
、
七
八
〇 

三
、
八
八
〇 

九
、
七
七
〇 

円 す 五 ） 

      

 

円 す 一 ） 円 円 

 

円 す 九 ） 

⑹ 

Ｉ
Ｃ
Ｐ
発
光
分
析
装
置 

 

に
よ
る
分
析 

⑺ 

Ｘ
線
マ 

 

イ
ク
ロ
ア 

 

ナ
ラ
イ
ザ 

 

に
よ
る
分 

 

析 

⑻ 

Ｆ
Ｔ
― 

 

Ｎ
Ｍ
Ｒ
装 

 

置
に
よ
る 

 

分
析 

一
試
料 

一
成
分 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
時
間 

一
時
間 

試
料
分
析 

マ
ッ
ピ
ン
グ 

液
体
試
料
測 

定 固
体
試
料
測 

定 

 

九
、
六
七
〇
円 

（
一
成
分
を
増
す 

ご
と
に
一
、
五
九 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

二
九
、
六
〇
〇
円 

三
二
、
六
〇
〇
円 

 

八
、
四
〇
〇
円 

（
一
時
間
を
増
す 

ご
と
に
六
、
〇
一 

〇
円
を
加
え
る
。
） 

二
九
、
四
〇
〇
円 

（
一
時
間
を
増
す 

ご
と
に
九
、
〇
一 
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附 

則 

         

 

 

 

         

 

         

 

 

を 

に
改
め
、
同
表
第
二
項 

」 

「 

 
 

 
 

  

  

 

 

を 

」 

」 

に
改
め
る
。 

        

 

円 す 一 ） 円 円 円 円 円 円 円 
⑼ 

ガ
ス
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

に
よ
る
分
析 

⑽ 

液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 
に
よ
る
分
析 

⑾ 
液
体
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ
フ 

 

質
量
分
析
装
置
に
よ
る
分 

 

析 

⑿ 

イ
オ
ン
ク
ロ
マ
ト
グ
ラ 

 

フ
に
よ
る
分
析 

⒀ 

赤
外
分
光
光
度
計
に
よ 

 

る
分
析 

⒁ 

熱
分
析
装
置
に
よ
る
分 

 

析 

 

る
分
析 

⒂ 

Ｘ
線
回
折
装
置
に
よ
る 

 

分
析 

⒃ 

ア
ル
コ
ー
ル
ア
ナ
ラ
イ 

 

ザ
に
よ
る
定
量
分
析 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

一
試
料 

一
測
定 

九
、
八
六
〇
円 

五
、
五
〇
〇
円 

二
〇
、
三
〇
〇
円 

一
四
、
八
〇
〇
円 

四
、
七
八
〇
円 

三
、
八
八
〇
円 

九
、
七
七
〇
円 

二
、
四
二
〇
円 

中 

「 

二
キ
ロ
ニ
ュ 

ー
ト
ン
の
試 

験
機
に
よ
る 

も
の 

一
〇
キ
ロ
ニ 

ュ
ー
ト
ン
の 

試
験
機
に
よ 

る
も
の 

一
試
料 

一
項
目 

一
試
料 

一
項
目 

一
試
料 

一
項
目 

一
〇
キ
ロ
ニ 

ュ
ー
ト
ン
の 

試
験
機
に
よ 

る
も
の 

一
、
〇
六
〇
円 

八
一
〇
円 

八 

一
〇
円 

」 

〇
円
を
加
え
る
。
） 
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こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日
提
出 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 
 

 
 

 
 

 
 

  

提 

案 
理 

由 

 

新
た
に
産
業
技
術
総
合
セ
ン
タ
ー
の
試
験
研
究
機
器
に
係
る
使
用
料
の
額
及
び
依
頼
試
験
に
係

る
手
数
料
の
額
を
定
め
、
並
び
に
老
朽
化
し
た
試
験
研
究
機
器
に
係
る
使
用
料
及
び
依
頼
試
験
に

係
る
手
数
料
の
額
の
定
め
を
廃
止
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
六
十
九
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
条
例 

 
（
設
置
） 

第
一
条 
森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
十
一
年
法
律
第
三
号
）

第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
実
施
す
る
森
林
の
整
備
及
び
そ
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に

要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
埼
玉
県
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
（
以
下
「
基
金
」
と
い

う
。
）
を
設
置
す
る
。 

 

（
積
立
て
） 

第
二
条 

基
金
と
し
て
積
み
立
て
る
額
は
、
当
該
積
立
て
を
す
る
年
度
の
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予

算
で
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

（
管
理
） 

第
三
条 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
金
融
機
関
へ
の
預
金
そ
の
他
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
方
法
に

よ
り
保
管
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

基
金
に
属
す
る
現
金
は
、
必
要
に
応
じ
、
最
も
確
実
か
つ
有
利
な
有
価
証
券
に
代
え
る
こ
と

が
で
き
る
。 

 

（
運
用
益
金
の
処
理
） 

第
四
条 

基
金
の
運
用
か
ら
生
ず
る
収
益
は
、
一
般
会
計
歳
入
歳
出
予
算
に
計
上
し
て
、
こ
の
基

金
に
編
入
す
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
処
分
） 

第
五
条 

基
金
は
、
第
一
条
に
規
定
す
る
施
策
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
場
合
に
限
り
、

こ
れ
を
処
分
す
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
委
任
） 

第
六
条 

こ
の
条
例
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
基
金
の
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
知
事
が
定

め
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 
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提 

案 

理 

由 

 

森
林
環
境
税
及
び
森
林
環
境
譲
与
税
に
関
す
る
法
律
第
三
十
四
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
実
施

す
る
森
林
の
整
備
及
び
そ
の
促
進
に
関
す
る
施
策
に
要
す
る
経
費
の
財
源
に
充
て
る
た
め
、
埼
玉

県
森
林
環
境
譲
与
税
基
金
を
設
置
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
七
十
号
議
案 

 
 

 

埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
埼
玉
県
建
築
基
準
法
施
行
条
例
（
昭
和
三
十
五
年
埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

第
五
条
中
「
又
は
準
耐
火
建
築
物
」
を
「
、
準
耐
火
建
築
物
又
は
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和

二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」
と
い
う
。
）
第
百
三
十
六
条
の
二
第
一
号
ロ
若

し
く
は
第
二
号
ロ
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
」
に
改
め
る
。 

 

第
六
条
第
二
項
中
「
建
築
基
準
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
五
年
政
令
第
三
百
三
十
八
号
。
以
下
「
令
」

と
い
う
。
）
」
を
「
令
」
に
改
め
る
。 

 

第
十
五
条
中
「
耐
火
建
築
物
」
の
下
に
「
又
は
令
第
百
十
条
及
び
第
百
十
条
の
二
に
掲
げ
る
基

準
に
適
合
す
る
建
築
物
」
を
加
え
る
。 

 

第
三
十
五
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

（
他
の
用
途
部
分
と
の
区
画
） 

第
三
十
五
条 

建
築
物
の
一
部
に
車
庫
等
を
設
け
る
場
合
に
お
い
て
は
、
車
庫
等
以
外
の
部
分
の 

 

た
め
に
設
け
る
避
難
用
出
口
を
車
庫
等
の
内
部
に
設
け
て
は
な
ら
な
い
。 

 

第
三
十
六
条
中
「
及
び
前
条
第
二
号
」
を
削
る
。 

 

第
五
十
五
条
第
一
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 

一 

耐
火
建
築
物
又
は
令
第
百
十
条
及
び
第
百
十
条
の
二
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
と 

 
 

す
る
こ
と
。
た
だ
し
、
階
数
が
三
以
下
で
延
べ
面
積
が
二
百
平
方
メ
ー
ト
ル
未
満
の
興
行
場 

 
 

等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

  
 

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 

知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 

   
 

 
 

 
 

提 

案 

理 

由 

 

建
築
基
準
法
等
の
一
部
改
正
を
踏
ま
え
、
高
い
延
焼
防
止
性
能
等
を
有
す
る
構
造
の
校
舎
の
教

室
等
の
出
入
口
に
関
す
る
基
準
を
見
直
す
等
し
た
い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 
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第
七
十
一
号
議
案 

 
 

 

警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

 
警
察
署
の
名
称
、
位
置
及
び
管
轄
区
域
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十

七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 

別
表
深
谷
警
察
署
の
項
中
「
岡
、
」
の
下
に
「
岡
一
丁
目
、
岡
二
丁
目
、
」
を
加
え
る
。 

 
 

 

附 

則 

 

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

令
和
二
年
二
月
二
十
六
日
提
出 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼 

玉 

県 
知 

事 
 

 
 

大 
 

野 
 

元 
 

裕 
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深
谷
市
に
お
け
る
町
の
区
域
の
新
設
に
伴
い
、
深
谷
警
察
署
の
管
轄
区
域
の
規
定
を
整
備
し
た

い
の
で
、
こ
の
案
を
提
出
す
る
も
の
で
あ
る
。 

 


